
議案第５号 

   職員の育児休業等に関する規則の一部改正について 

 

  令和４年３月24日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   職員の育児休業等に関する条例（平成４年岩手県条例第７号）の一部改正

に伴い、所要の整備をしようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

職員の育児休業等に関する条例を引用している規定について所要の整備を

すること。（第２条の２及び第17条の２関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

令和４年４月１日から施行すること。 
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 職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の育児休業等に関する規則（平成４年岩手県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員） （勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員） 

第２条の２ 育児休業条例第２条第５号ア(ウ)の人事委員会規

則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上とされ

ている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている非常勤職員で１年間の勤務日が121日以上である非

常勤職員とする。 

第２条の２ 育児休業条例第２条第５号ア(イ)の人事委員会規

則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上とされ

ている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている非常勤職員で１年間の勤務日が121日以上である非

常勤職員とする。 

（勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める

非常勤職員） 

 （勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める

非常勤職員） 

第17条の２ 育児休業条例第19条第２号イの人事委員会規則で

定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上とされてい

る非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められて

いる非常勤職員で１年間の勤務日が121日以上である非常勤

職員であって、１日につき定められた勤務時間が６時間15分

以上である勤務日があるものとする。 

第17条の２ 育児休業条例第19条第２号の人事委員会規則で定

める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以上とされている

非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められてい

る非常勤職員で１年間の勤務日が121日以上である非常勤職

員であって、１日につき定められた勤務時間が６時間15分以

上である勤務日があるものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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職員の育児休業等に関する規則の一部改正について 

Ｒ４.２ 人事委員会事務局職員課 

１ 趣旨 

  職員の育児休業等に関する条例の改正に伴い、条例の条項を引用している規則の規定について所要の整備

をするもの。 

 

２ 条例の一部改正概要 

令和３年６月に民間の育児・介護休業等について定めた育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号。以下「育児・介護休業法」という。）の一部が以下のとお

り改正され、令和４年４月１日から施行予定であること。 

これを踏まえ、条例の規定を改正するため、令和４年２月議会に改正条例案が提案されるもの。 

育児・介護休業法改正概要 条例改正案 規則改正要否 

○第５条第１項第１号の規定を削除 

→期間雇用者の育児休業の取得要件のうち在職期

間の要件を廃止 

要件を廃止 

条例第２条第５号ア(ア)及

び条例第 19条第２号アの規

定を削除 

要 

（条ズレ） 

○妊娠・出産等を申し出た職員に対する制度等の周

知及び意向確認のための措置を講ずることを規定 

同様の規定を条例第 23条に

新たに追加 

否 

（通知に規定） 

○育児休業等を取得しやすい勤務環境の整備に関す

る措置を講ずることを規定 

同様の規定を条例第 24条に

新たに追加 

否 

（通知に規定） 

※ なお、国においても、令和３年に人事院が行った「国家公務員の育児休業等に関する法律の改正につ

いての意見の申出」を受け、上記と同様に人事院規則を改正し、令和４年４月１日から施行予定である

こと。（育児休業に関して、人事院規則の内容が地方公務員では条例で規定されていること。） 

 

３ 規則改正案 

  条例の規定の削除に伴い、引用条項にズレが生じる次の箇所について、所要の整備を行うこと。 

  ○ 規則第２条の２ 

     育児休業条例第２条第５号ア(ウ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は～（略） 

     ⇒育児休業条例第２条第５号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は～（略） 

  ○ 規則第 17条の２ 

     育児休業条例第 19条第２号イの人事委員会規則で定める非常勤職員は～（略） 

     ⇒育児休業条例第 19条第２号の人事委員会規則で定める非常勤職員は～（略） 

なお、新たに追加される条例第 23条及び条例第 24条の措置に係る留意事項等については、国は運用通知

に規定する予定であり、本県の条例案においても人事院規則には委任されていないことから、規則運用通知

において規定すること。 

※ 国は令和４年２月１日付けで通常国会に地方公務員の育児休業等に関する法律の改正法案（育児休業の

取得回数制限の緩和（原則１回を原則２回まで）等を行うもの）を提出しているが、法案成立の時期、施

行期日とも未定（育休に係る施行期日は「公布日から９月を超えない範囲内において政令で定める日」。

ただし、民間に労働者にあわせ、令和４年 10月１日での施行が見込まれる。）であり、また、今後改正が

想定される人事院規則等の内容についても詳細が判明していないため、今回は、条例改正に伴う所要の整

備のみを行うもの。 

 

４ 施行期日等 

  令和４年４月１日から施行すること。（附則関係） 
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